
令和６年度

予算特別委員会資料

健康福祉部社会福祉課



令和６年度予算の概要（主な事業） 

 
１． 成年後見制度利用支援事業（拡充） 

 日常的に支援してくれる親族等がおらず、成年後見制度の申立を行うことが困難な者について、市長が申立を行い、また、後見等が

必要な困窮者に対して、後見人等報酬を助成する。令和６年度から新たに制度の利用促進を図るため加西市、多可町と共同で北はりま

成年後見支援事業を実施する（社会福祉法人等に委託）。【資料 P.14～15】 
【事業費】５，４８３千円（国庫支出金８２５千円 県支出金３，２８７千円 一般財源１，３７１千円） 
 

２．生活困窮者自立支援事業（継続） 

   生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者が早期に困窮状態から脱却できるように、離職などで住居を喪失するおそれのある者に

対し一定期間家賃相当額の支援（住居確保給付金）、生活困窮のため住居を持たない者に、宿泊場所や食料などを提供し自立に向けた支

援（一時生活支援事業）、直ちに一般就労を目指すことが困難な者に、生活習慣形成のための指導・訓練や、就労前段階として必要な社

会的能力の習得の支援（就労準備支援事業）を実施する。また、生活保護・生活困窮世帯の子どもを対象とした学習・生活支援を実施

し、世代間の貧困の連鎖を防ぐ支援を行う。 

  【事業費内訳】 

・生活困窮者自立支援 ２，２７８千円（国庫支出金１，７０８千円 一般財源５７０千円） 

・生活困窮者就労準備支援 ４，６０６千円（国庫支出金２，４３０千円 一般財源２，１７６千円） 

 

３． 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業（継続） 

 継続する価格高騰等に対応するため、令和６年度住民税均等割非課税世帯及び均等割のみ課税となる世帯に対し、電力・ガス・食料

品等価格高騰緊急支援給付金を支給する（令和５年度に支給した世帯を除く）。 

【事業費】７６，７９１千円（国庫支出金７６，７９１千円） 
 

４．自立支援給付事業（継続） 

   障害者総合支援法に基づき、自立支援医療、自立支援サービス等の給付及び補装具の給付（修理）等を行う。 

  【事業費内訳】 

   ・自立支援医療費等給付 １９，６４３千円（国庫支出金９，８１４千円 県支出金４，９０７千円 一般財源４，９２２千円）   
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   ・自立支援サービス等給付 ８１６，７４９千円 

（国庫支出金４０７，９４６千円 県支出金２０３，９７３千円 一般財源２０４，８３０千円）  

   ・身体障害者補装具給付（修理） ９，００４千円（国庫支出金４，４１０千円 県支出金２，２９７千円 一般財源２，２９７千円） 

   ・障害支援区分認定等事務 １，６７４千円（一般財源１，６７４千円） 

 

５．地域生活支援事業（拡充） 

障害者が、障害福祉サービス等を利用しつつ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、障害者総合支援法に基づく

地域生活支援事業を実施する。なお、障害者社会参加促進事業については、障害者関係団体に運営を委託して、効果的に事業を実施す

る。また、加東市手話言語条例に基づき、意思疎通支援・支援者派遣事業及び手話言語普及啓発事業の充実を図る。意思疎通支援・支

援者派遣事業では令和６年度から失語症者向け意思疎通支援者の派遣事業を開始する。 

  【事業費内訳】 

   ・居宅生活支援 １２，７４８千円（国庫支出金６，３７４千円  県支出金３，１８７千円  一般財源３，１８７千円） 

   ・重度心身障害者（児）日常生活用具給付 １４，５５４千円 

（国庫支出金７，２００千円 県支出金３，６３１千円 一般財源３，７２３千円） 

   ・地域活動支援センター等運営補助（基礎的事業分） ６，２１３千円（県支出金１，２４２千円 一般財源４，９７１千円） 

   ・障害者社会参加促進事業 ８５０千円（国庫支出金２７５千円  県支出金１３７千円  一般財源４３８千円） 

   ・意思疎通支援・支援者派遣 ５，７９１千円（国庫支出金２，１５１千円 県支出金１，０７５千円 一般財源２，５６５千円） 

   ・手話言語普及啓発 ２，６９８千円（一般財源２，６９８千円） 

   ・障害者福祉ホーム運営補助 １５８千円（国庫支出金７９千円 県支出金４０千円 一般財源３９千円） 

   ・その他任意事業（訪問入浴サービス、訪問看護利用料助成等）１，４４５千円 

（国庫支出金５６０千円 県支出金２８１千円 その他（利用料）９９千円 一般財源５０５千円） 

   ・理解促進研修・啓発 ５５０千円（国庫支出金２７５千円  県支出金１３７千円  一般財源１３８千円） 

    

６． 計画相談支援推進事業（新規） 

障害者が適切に障害福祉サービスを受けることができるよう、サービス利用計画の作成を担う市内相談支援事業所の拡充等、体制整

備を支援するため、相談員を増員した事業所に補助金を支給する。 

【事業費】３，６００千円（一般財源３，６００千円） 
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７． 重層的支援体制整備事業（拡充） 

・生活困窮者自立支援事業 

    生活困窮者の状態に応じて相談を受け、支援を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築することにより、

生活困窮者が早期に困窮状態から脱却できるよう支援する。 

   【事業費】７，７４５千円（国庫支出金５，８０８千円 一般財源１，９３７千円） 

・障害者（児）相談支援センター運営事業 

障害者相談支援センターを設置し、障害者等が抱える問題に対し、適切なサービスにつながるよう必要な情報の提供及び助言、利

用支援を行う（社会福祉法人に運営を委託）。令和６年度から新たに、障害者等の総合相談窓口の一本化を図り、相談支援事業所を含

めた地域の相談支援体制の強化、長期入院・施設入所していた障害者の地域移行・地域定着及び権利擁護・障害者虐待の防止等に取

り組む基幹相談支援体制を充実させる（一部委託）。【資料 P.16～17】 

   【事業費】１６，０２４千円（国庫支出金３，６１２千円 県支出金１，８０６千円 一般財源１０，６０６千円） 

・地域活動支援センター等運営補助（機能強化事業分） 

     企業等での就労が困難な障害者の社会交流等の機会や、創作、生産活動の場を確保するため、地域の障害者団体が実施する地域活

動支援センターへの運営補助を行う。 

   【事業費】１，５００千円（国庫支出金７５０千円 県支出金３７５千円 一般財源３７５千円） 

 

８．障害児通所支援等給付事業（継続） 

児童発達支援サービス等の障害児通所支援サービスの利用について、調査・決定し、給付費を支給する。 

  【事業費】１９１，４４１千円（国庫支出金９５，５５９千円 県支出金４７，７７９千円 一般財源４８，１０３千円） 

 

９．生活保護支給事業（継続） 

生活保護受給者に対して、生活保護法に基づき、生活扶助、医療扶助、介護扶助等の扶助費を支給する。 

※令和６年１月末現在：保護世帯 １２７世帯、保護人員 １４１人（保護率 ０．３６％） 

  【事業費】３２６，７５０千円  

（国庫支出金２４３，９３７千円 県支出金１７，２５９千円 その他１，０００千円  一般財源６４，５５４千円） 
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款 項 目 節

24～
25

16 1 民生費国庫負担金 社会福祉費負担金 1,877 2,770 △ 893

障害者福祉費負担金 433,952 397,322 36,630 障害者医療費国庫負担金
　19,628千円×1/2＝9,814千円

自立支援給付費等国庫負担金
　824,712千円×1/2＝412,356千円

児童福祉費負担金 95,559 86,995 8,564

生活保護費負担金 243,937 221,701 22,236

予 算
説明書
ページ

科　　　　　　　　　目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較

医療扶助費等国庫負担金
　175,200千円×3/4＝131,400千円

（様式１）

歳　入　予　算　説　明　書
（一般会計） （健康福祉部社会福祉課）（単位：千円）

予 算 見 積 概 要

生活困窮者自立相談支援事業費等負担金　1,877千円
・住居確保給付金事業　  1,794千円×3/4＝1,345千円
・被保護者就労支援事業　   273千円×3/4＝ 205千円
・被保護者健康管理支援事業 436千円×3/4＝ 327千円

特別障害者手当等国庫負担金
　15,710千円×3/4＝11,782千円

障害児通所支援給付費
　191,118千円×1/2＝95,559千円

生活扶助費等国庫負担金
 （140,250千円-1,000千円)×3/4＝104,437千円

介護扶助費等国庫負担金
  10,800千円×3/4＝8,100千円
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款 項 目 節

予 算
説明書
ページ

科　　　　　　　　　目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較

（様式１）

歳　入　予　算　説　明　書
（一般会計） （健康福祉部社会福祉課）（単位：千円）

予 算 見 積 概 要

26～
27

16 2 総務費国庫補助金 総務費補助金 76,791 0 76,791

民生費国庫補助金 社会福祉費補助金 15,193 17,182 △ 1,989

障害者福祉費補助金 24,688 18,353 6,335

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金　7,077千円
・就労準備支援事業
　 1,482千円×2/3＝988千円
・被保護者就労準備支援事業
   1,479千円×2/3+132千円×1/2＝1,052千円
・一時生活支援事業
　 840千円×2/3＝560千円
・生活保護適正実施推進事業
　 3,743千円×3/4＝2,807千円
・こどもの学習・生活支援事業
　 3,340千円×1/2＝1,670千円

地域生活支援事業国庫補助金
　(35,643千円-99千円)×1/2＝17,772千円

重層的支援体制整備事業交付金
・生活困窮者自立相談支援事業
  10,822千円×3/4＝8,116千円

重層的支援体制整備事業交付金　6,916千円
・障害者（児）相談支援センター運営事業
　　12,332千円×1/2＝6,166千円
・地域活動支援センター等運営補助事業
　　1,500千円×1/2＝　750千円

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（追加分）
（事業費70,000千円＋事務費6,791千円）×10/10=76,791千円
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款 項 目 節

（様式１）

歳　入　予　算　説　明　書
（一般会計） （健康福祉部社会福祉課）（単位：千円）

予 算 見 積 概 要
予 算
説明書
ページ

科　　　　　　　　　目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較

28～
29

17 1 民生費県負担金 社会福祉費負担金 528 528 0

障害者福祉費負担金 211,085 193,471 17,614

児童福祉費負担金 47,779 43,497 4,282

生活保護費負担金 17,259 12,690 4,569

2 民生費県補助金 社会福祉費補助金 2,874 0 2,874

30～
31

児童福祉費補助金 31 31 0

障害者福祉費補助金 16,590 12,558 4,032

自立支援給付費等県費負担金
　824,712千円×1/4＝206,178千円

障害児通所支援給付費
　191,118千円×1/4＝47,779千円

生活保護費負担金
　69,036千円×1/4＝17,259千円

法人後見・市民後見推進事業補助金
　3,832千円×3/4＝2,874千円

地域活動支援センター等通所援護事業補助金
　6,213千円×2/10＝1,242千円

重度心身障害者（児）介護手当支給事業補助金
　100千円×1/2＝50千円

無年金外国籍障害者等福祉給付金支給事業補助金
　497千円×1/2＝248千円

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金
　63千円×1/2＝31千円

行旅死亡人等取扱費負担金
　528千円×10/10＝528千円

障害者医療費県費負担金
　19,628千円×1/4 ＝4,907千円
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款 項 目 節

予 算
説明書
ページ

科　　　　　　　　　目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較

（様式１）

歳　入　予　算　説　明　書
（一般会計） （健康福祉部社会福祉課）（単位：千円）

予 算 見 積 概 要

30～
31

17 2 民生費県補助金 障害者福祉費補助金

40～
41

22 6 雑入 雑入 14,078 2,876 11,202 生活保護費返還金　1,505千円
・生活保護費返還金（現年度分）　　500千円
・生活保護費返還金（過年度分）　　294千円
・生活保護費徴収金（現年度分）　　500千円
・生活保護費徴収金（過年度分）　　 95千円
・戻入（繰越分）               　 116千円

デジタル基盤改革支援補助金
　対象経費12,474千円×10/10＝12,474千円

身体障害者訪問入浴サービス利用者負担金　99千円
　1,286円×5.5回×12ヵ月×1人＝84千円
　1,260円× 4回× 3ヵ月×1人＝ 15千円

地域生活支援事業県費補助金
　(35,643千円-99千円)×1/4＝8,886千円

グループホーム等利用者家賃負担軽減事業補助金
　5,229千円×1/2＝2,614千円

軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金
　184千円×1/2＝92千円

重層的支援体制整備事業交付金　3,458千円
・障害者（児）相談支援センター運営事業
　　12,332千円×1/4＝3,083千円
・地域活動支援センター等運営補助事業
　　1,500千円×1/2＝　375千円
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款 項 目 事 業
86～
87

3 1 社会福祉総務費 社会福祉事業 85 117 △ 32 一般財源 85 燃料費 85

535 535 0 県支出金 528 葬祭費ほか 535

一般財源 7

5,483 1,314 4,169 国庫支出金 825 成年後見制度利用扶助費 1,440

県支出金 3,287 成年後見支援業務委託料 3,833

一般財源 1,371 申立手数料ほか 210

2,278 3,485 △ 1,207 国庫支出金 1,708 電算システム使用料 436

一般財源 570 住居確保給付金 1,794

旅費 48

4,606 2,106 2,500 国庫支出金 2,430 緊急一時宿泊料 840

一般財源 2,176 現物支給費・検診費・保険料 93

子どもの学習・生活支援事業
委託料

3,341

事務費ほか 332

7,745 7,437 308 国庫支出金 5,808 生活困窮者自立相談支援事業
委託料

7,362

一般財源 1,937 事務費ほか 383

76,791 0 76,791 国庫支出金 76,791 給付金 70,000

電算処理業務委託料 6,023

事務費 768

行旅死亡人取扱事
務

88～
89

生活困窮者自立支
援事業
（生活困窮者自立支
援事業）

90～
93

予 算
説 明 書
ペ ー ジ

科　　　　　　　　　目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較

（様式２）

歳　出　予　算　説　明　書
（一般会計） （健康福祉部社会福祉課）（単位：千円）

本 年 度 予 算
財 源 内 訳

予 算 見 積 概 要

（生活困窮者就労準
備支援事業）

90～
91

成年後見制度利用
支援事業

重層的支援体制整
備事業
（生活困窮者自立支
援事業）
住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金
給付事業　（電力・ガ
ス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金(追加
分)給付事業）

92～
93

－8－



款 項 目 事 業

予 算
説 明 書
ペ ー ジ

科　　　　　　　　　目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較

（様式２）

歳　出　予　算　説　明　書
（一般会計） （健康福祉部社会福祉課）（単位：千円）

本 年 度 予 算
財 源 内 訳

予 算 見 積 概 要

3 1 障害者福祉費 5,711 6,000 △ 289 国庫支出金 33 障害者相談員報償費 162

県支出金 16 電算システム使用料 4,555

一般財源 5,662 障害者関係団体補助金 550

事務費ほか 444

15,711 13,841 1,870 国庫支出金 11,782 特別障害者手当等 15,711

一般財源 3,929 特別障害者手当（37人）
障害児福祉手当（18人）

100 100 0 県支出金 50 重度心身障害者(児)介護手当
（1人）

100

一般財源 50

497 487 10 県支出金 248 497

一般財源 249

（障害者福祉年金給
付事業）

22,361 21,716 645 一般財源 22,361 障害者福祉年金（1,998人） 22,361

（心身障害者扶養共
済掛金助成事業）

125 138 △ 13 一般財源 125 心身障害者扶養共済制度掛金
助成金（1人）

125

19,643 18,156 1,487 国庫支出金 9,814 医療費審査委託料 15

県支出金 4,907 療養介護医療給付費 5,520

一般財源 4,922 自立支援医療給付費(更生医
療)

13,988

自立支援医療給付費(育成医
療)

120

自立支援給付事業
（自立支援医療費等
給付事業）

 
（制度的無年金障害
者等福祉給付金給付
事業）

障害者給付金給付
事業
（特別障害者手当等
給付事業）

110
～
111

制度的無年金障害者等福祉給
付金
（82,812円×6月×1人）

 
（重度心身障害者
(児)介護手当給付事
業）

108
～
109

障害者福祉事務事
業

－9－
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款 項 目 事 業

予 算
説 明 書
ペ ー ジ

科　　　　　　　　　目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較

（様式２）

歳　出　予　算　説　明　書
（一般会計） （健康福祉部社会福祉課）（単位：千円）

本 年 度 予 算
財 源 内 訳

予 算 見 積 概 要

3 1 障害者福祉費 816,749 748,793 67,956 国庫支出金 407,946 給付費等審査委託料 857

県支出金 203,973 障害者自立支援等給付費 815,892

一般財源 204,830

9,004 7,960 1,044 国庫支出金 4,410 身体障害者（児）補装具費 8,820

県支出金 2,297 軽・中度難聴児補聴器購入費
等助成

184

一般財源 2,297

1,674 1,710 △ 36 一般財源 1,674 障害支援区分認定審査会委員
報酬

1,260

事務費ほか 414

12,748 12,984 △ 236 国庫支出金 6,374 居宅生活支援給付費 12,748

県支出金 3,187

一般財源 3,187

14,554 9,747 4,807 国庫支出金 7,200 重度障害者（児）日常生活用
具費

14,401

県支出金 3,631 介護用品給付費 90

一般財源 3,723 小児慢性特定疾病児童等日常
生活用具費

63

6,213 6,213 0 県支出金 1,242 地域活動支援センター等通所
援護事業補助金

6,213

一般財源 4,971

自立支援給付事業
（自立支援サービス
等給付事業）

地域生活支援事業
（居宅生活支援事
業）

110
～
111

（障害支援区分認定
等事務事業）

110
～
113

（重度心身障害者
(児)日常生活用具給
付事業）

（地域活動支援セン
ター等運営補助事
業）

（身体障害者補装具
給付(修理)事業）

－10－



款 項 目 事 業

予 算
説 明 書
ペ ー ジ

科　　　　　　　　　目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較

（様式２）

歳　出　予　算　説　明　書
（一般会計） （健康福祉部社会福祉課）（単位：千円）

本 年 度 予 算
財 源 内 訳

予 算 見 積 概 要

3 1 障害者福祉費 850 950 △ 100 国庫支出金 275 市町障害者社会参加促進事業
委託料

550

県支出金 137 身体障害者運転免許取得費助
成金

100

一般財源 438 身体障害者自動車改造費助成
金

200

5,791 5,374 417 国庫支出金 2,151 手話通訳･要約筆記等報償費 981

県支出金 1,075 手話講座講師ほか謝礼 767

一般財源 2,565 委託料（手話講座講師派遣ほ
か）

2,837

北播磨意思疎通支援協会負担
金

698

事務費ほか 508

2,698 2,076 622 一般財源 2,698 手話施策推進会議委員報酬 96

手話通訳･要約筆記等報償費 249

備品購入費 456

事務費ほか 1,897

158 158 0 国庫支出金 79 158

県支出金 40

一般財源 39

（意思疎通支援・支
援者派遣事業）

（手話言語普及啓発
事業）

110
～
113

地域生活支援事業
（障害者社会参加促
進事業）

（障害者福祉ホーム
運営補助事業）

障害者福祉ホーム運営事業助
成金

－11－
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款 項 目 事 業

予 算
説 明 書
ペ ー ジ

科　　　　　　　　　目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較

（様式２）

歳　出　予　算　説　明　書
（一般会計） （健康福祉部社会福祉課）（単位：千円）

本 年 度 予 算
財 源 内 訳

予 算 見 積 概 要

3 1 障害者福祉費 1,445 2,274 △ 829 国庫支出金 560 身体障害者訪問入浴サービス
事業委託料

1,001

県支出金 281 生活訓練等事業委託料 220

その他 99 地域自立支援協議会負担金 10

一般財源 505 重度身体障害者訪問看護利用
料助成金ほか

214

550 500 50 国庫支出金 275 550

県支出金 137

一般財源 138

5,229 3,579 1,650 県支出金 2,614 グループホーム・ケアホーム
家賃助成（36人）

5,229

一般財源 2,615

（計画相談支援推進
事業）

3,600 0 3,600 一般財源 3,600 計画相談支援推進事業補助金 3,600

障害者就労支援事業 240 240 0 一般財源 240 庁舎内等軽作業謝礼 240

1,340 3,938 △ 2,598 一般財源 1,340 障害者支援地域協議会委員報
酬

128

印刷製本費 1,208

食糧費 4

16,024 12,000 4,024 国庫支出金 3,612 障害者相談支援センター運営
事業委託料

15,950

県支出金 1,806 事務費ほか 74

一般財源 10,606

理解促進研修・啓発事業委託
料

障害者(児)等支援
事業
（グループホーム等
利用者家賃負担軽減
事業）

（理解促進研修・啓
発事業）

110
～
113

計画策定事業
（障害者計画等策定
事業）

重層的支援体制整
備事業
（障害者(児)相談支
援センター運営事
業）

地域生活支援事業
（その他任意事業）

112
～
113

114
～
115

－12－



款 項 目 事 業

予 算
説 明 書
ペ ー ジ

科　　　　　　　　　目 本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

比 較

（様式２）

歳　出　予　算　説　明　書
（一般会計） （健康福祉部社会福祉課）（単位：千円）

本 年 度 予 算
財 源 内 訳

予 算 見 積 概 要

3 1 障害者福祉費 1,500 1,500 0 国庫支出金 750 地域活動支援センター等通所
援護事業補助金

1,500

県支出金 375

一般財源 375

116
～
117

3 2 児童福祉総務費 児童福祉事業 29,470 25,586 3,884 一般財源 29,470 わかあゆ園負担金 29,470

191,441 174,355 17,086 国庫支出金 95,559 給付費審査委託料 321

県支出金 47,779 障害児通所支援等給付費 191,120

一般財源 48,103

3 3 生活保護総務費 19,123 5,851 13,272 その他 12,474 電算システム保守料 1,452

一般財源 6,649 電算システム改正業務委託料 13,867

事務費ほか 3,804

1,945 1,305 640 国庫支出金 49 電算システム保守料 1,795

一般財源 1,896 事務費ほか 150

扶助費 生活保護支給事業 326,750 297,102 29,648 国庫支出金 243,937 扶助費 326,750

県支出金 17,259

その他 1,000

一般財源 64,554

132
～
133

130
～
133

生活保護事業
（生活保護事業）

（生活保護適正実施
推進事業）

120
～
121

障害児通所支援等
給付事業
（障害児通所給付費
等給付事業）

重層的支援体制整
備事業
（地域活動支援セン
ター等運営補助事
業）

114
～
115

－13－
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成年後見制度利用支援事業について 
北はりま成年後見支援事業の実施の経緯 

第２次北播磨広域定住自立圏共生ビジョンにて「権利擁護・成年後見事務の効率化及び体制強化」

が提案され、担当者にて検討、令和５年度には弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、裁判所等にも

参画いただき、再度、協議を行った。 

効率かつ効果的に持続可能な権利擁護支援体制を実現するには、成年後見制度利用支援（利用促進）

を図る業務を共同実施することが望ましいとの結論に至った。 

 

２市１町の共同実施 

 協議を受け、加東市、加西市、多可町にて成年後見制度利用支援、促進にかかる業務を共同実施する。 

実施方法 

成年後見制度利用支援、促進にかかる業務を同一団体に委託し、北はりま成年後見支援センター

と称して業務を行う。 

業務内容 

広報、啓発業務 ・窓口の周知、制度の啓発を図る。 

・広報媒体を通じた啓発。 

・地域住民、関係者、団体向けの成年後見制度啓発イベントを年

１回以上開催する。（開催地は輪番） 

成年後見制度に関する相談業務 ・センター窓口、電話（ウェブ）、訪問での相談対応の実施 

・弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職相談会を２ヶ月に１回

程度（輪番）実施し、専門職が相談支援を行う。 

成年後見制度利用支援、促進業務 ・北はりま成年後見支援センター運営協議会を年２回以上開催。 

・ネットワーク会議や実務者会議等を開催し、資源を活用し、 

①～③業務を行う。 

①成年後見人受任者調整（マッチング）支援 

②福祉、司法の専門職・団体、家庭裁判所とのネットワーク構築 

③後見人への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
北はりま成年後見支援センター 

センター運営会議 

業務委託 

・広報、啓発業務 

・相談支援業務 

・成年後見制度利用支援、促進業務  

広報・啓発・イベント 

市町相談会 

加西市 

市町で行っている権利擁護支援業務 
各分野の権利擁護に関する相談窓口 

困難ケースの対応 

権利擁護支援体制の整備 

加東市 多可町 

中核機関（自治体） 

成年後見制度利用支援、促進に係る

業務を委託 

－
1
4
－



 

 

 

 

 
 

北はりま成年後見支援センターの効果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 総額：９，９９１千円 

     加東市分：３，８３３千円 

補助事業（補助率 ３／４） 

      市費：  ９５９千円 

      補助：２，８７４千円 

費用負担割合 

均等割２、人口割８ 

・必要な方へ専門職による相談会（無料）を
案内できる。 

・相談対応する職員へ研修、情報提供を 
行い、より良い助言、提案ができる。 

権利擁護、成年後見

制度の相談者 

・相談員で対応困難なケースの相談が
できる。 

・手続きや契約について専門職の助言、
協力を求めることができる。 

フィードバック 

成年後見支援センターのメリット 

・相談窓口が明確になり、相談しやすくなる。 

・弁護士、司法書士等の専門的助言を受けることができる。弁護士、司法書士に円滑に繋ぐことがで

きる。 

・ケアマネジャーや医療機関と弁護士、司法書士等のネットワークを構築することで、権利擁護に関

する困難事例を解決できる。 

・権利擁護に関するノウハウの共有・蓄積、継続的な支援体制の構築により、市民が住み慣れた地域

で生活を継続できる。 

・単独実施するより共同実施した方が費用を削減できる。（費用対効果が大きい。） 

連携・協力 
・関係機関との連携構築、強化を図

り、当事者にとって有益な支援体

制を整備する。 

・持続可能な法律、医療、福祉等の

連携ネットワークを構築する。 

北はりま成年後見支援センター 

２次相談 
（専門職相談） 

 ・各市町の相談窓口職員が困った。

・対応に苦慮している。 

－
1
5
－

－
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5
－



重層的な相談支援体制について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 大平相談支援専門官資料より 

＜加東市内の事業所＞ 

①加東市障害者相談支援センターつむぎ 

②わかあゆ園障害者（児）相談支援事業所

③まある 

④日月 

＜加東市の事業所＞ 

①加東市障害者相談支援センターつむぎ 

－16－



基幹相談支援業務開始前後の分担について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
 

R7 

現在 

【加東市障害者相談支援センターつむぎ】 

・一般相談支援 

  新規相談受付，困難事例への対応 

・啓発事業（講演会等） 

・精神障害者支援事業（にじいろＲＯＯＭ） 

・地域の相談支援体制の強化に係る取組 

  事業所連絡会（全体会、各連絡会）の運営 

・地域との連携 

 指定特定相談支援事業所の機能も併せ持つ 

相談支援専門員 2 事務員 １ 

【基幹相談支援室】 
 

・総合的・専門的な相談支援 

    新規相談受付 ⇒ 相談窓口の振り分け 

★精神障害者のほか精神保健に課題を抱える方 

   への相談対応 

★地域の相談支援体制の強化 

    ①地域の相談支援事業所への専門的助言 

     （相談支援事業所の後方支援） 

     （困難事例の同行支援） 

    ②人材育成 

    ③地域の相談機関との連携強化 

★地域移行・地域定着の促進の取組 

  ①体制整備にかかる会議への出席 

    ②事業所への訪問支援 

    ③精神科病院入院ケース面談・対応 

★権利擁護・虐待防止 

  障害者虐待防止センター 

【社会福祉課】 
 
・一般相談業務 

  新規相談受付，困難事例への対応 

・自立支援サービス給付関係（児童含む） 

  相談受付・認定調査，サービス更新手続きの案内 

・障害者虐待防止センター 

・地域生活支援事業 

・医療的ケア児等コーディネーター 

・要保護児童対策地域協議会（実務者） 

・障害者支援地域協議会 

・身体・知的・精神相談員事務 

・防災と福祉の連携促進事業 

障害者支援専門員 3 保健師 １ 

精神保健福祉士 １ 

（新規採用予定） 

障害者支援専門員 １ 

令和６年度以降 

【社会福祉課】 
 
・自立支援サービス給付関係（児童含む） 

  相談受付・認定調査，サービス更新手続きの案内 

・地域生活支援事業 

・医療的ケア児等コーディネーター 

・要保護児童対策地域協議会（実務者） 

・障害者支援地域協議会 

・身体・知的・精神相談員事務 

・防災と福祉の連携促進事業 

【加東市障害者相談支援センターつむぎ】 
 

・一般相談支援 

  困難事例への対応 

・啓発事業（講演会等） 

・精神障害者支援事業（にじいろＲＯＯＭ） 

・地域の相談支援体制の強化に係る取組 

  事業所連絡会（全体会、各連絡会）の運営 

・地域との連携 

 指定特定相談支援事業所の機能も併せ持つ 

相談支援専門員 2 事務員 １

★：新規業務 

R6 

R6 

R7 

R7 

障害者支援専門員 ２ 保健師 １

R7 

相談支援専門員 １ 

（委託） 
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